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出席構成員

 

 
東かがわ市教育長 松浦　隆夫

 
委員（教育長職務代理者） 山本　勝博

 

委員

水口　　実

 
樫原　文子

 
安冨　安代

 
欠席構成員

 

 
委員

 
説明のため会議に出席した者の職氏名

 

 教育部長 片山　竜治 子育て支援課　副主幹 鈴木　真生

 学校教育課長 中川　晃代 学校教育課　副主幹 久武　滋

 生涯学習課長 上枝　勉 学校教育課　主査 鎌田　紘行

 子育て支援課長 六車　輝典 学校教育課　主査 マクナマラ　やえか

 学校教育課　主幹 政岡　克己

 学校教育課　副主幹 木村　靖

 生涯学習課　副主幹 多田　祐喜子

 
職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名

 
学校教育課　副主幹 木村　靖

 
会議録署名人

 
教育長　松浦　隆夫　　安冨　安代　委員

 
事務局担当書記 学校教育課　副主幹　木村　靖

 【特記事項】　傍聴人：０人
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議　事　日　程 
 

 

 
日程第１ 会議録署名委員の指名について

 
日程第２ 会期の決定について

 
日程第３

令和６年第２回（定例会）、３回（臨時会）東かがわ市教育委員会会議録の承認につい
て

 
日程第４ 教育長報告

 
日程第５ 議案 第１号

東かがわ市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する等の規則
について

 
日程第６ 議案 第２号

東かがわ市立学校結核対策委員会設置要綱等の一部を改正する等の
告示について

 
日程第７ 議案 第３号

東かがわ市小中学校高速情報通信ネットワーク管理運営規程等の一部
を改正する等の訓令について

 
日程第８ 議案 第４号 東かがわ市県立高等学校教育振興補助金交付要綱の制定について

 
日程第９ 議案 第５号

東かがわ市高等学校県外生徒就学支援事業費補助金交付要綱の制定
について

 
日程第 10 協議 第１号

東かがわ市子育て世帯訪問支援事業（子育てホームヘルプサービス
事業）実施要綱の制定について

 
日程第 11 協議 第２号

東かがわ市認定こども園の管理運営に関する規則の一部を改正する
規則について

 
日程第 12 報告 第１号 東かがわ市読書活動推進計画　令和６年度～１０年度について

 
日程第 13 報告 第２号 令和６年度東かがわ市奨学生の決定について　（非公開）

 
日程第 14 報告 第３号

土曜日授業運営事業令和５年度実施報告及び令和６年度実施計画に
ついて

 
日程第 15 報告 第４号

実用英語技能検定（チャレンジ②）結果報告及び令和５年度総括に
ついて

 
日程第 16 報告 第５号 令和５年度英語４技能検定（GTEC Junior 2）結果報告について

 
日程第 17 報告 第６号

東かがわ市学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関す
るガイドライン等について
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【議　事　内　容】 

 
 

（午後　１時３０分　開会） 
 
■日程第１　会議録署名委員の指名について 
　教育長が、本会議の会議規則第６条の規定に基づき、松浦教育長と委員の中から１名、

安冨委員を指名。 
 
■日程第２　会期の決定について 
　教育長から、本会議の会期について１日でよいか意見を求める。 
<質疑> 
○　委員　　１日で了承。 
 
■日程第３　令和６年第２回（定例会）、3 回（臨時会）東かがわ市教育委員会会議録の承

認について 
　学校教育課長から会議録について説明。 
<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第４　教育長報告 
　松浦教育長から、３月に出席した行事や今後の予定等について報告し、質疑を求める。 
<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第５　議案　第１号　東かがわ市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する等

の規則について 
学校教育課　木村副主幹が説明。 

<質疑> 

 　 　 　 　 　 　 　 　

 ○　山本委員 組織改編の意図としてこういう理由でこうするというものは無

いのですか。

 ○　片山部長 主な理由として挙げられるのは、子育て支援課で行っている子ど

もに対する支援業務がこども家庭課に移ります。これに関連して

教育委員会事務局内の組織について見直しを行ない、教育総務課
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■日程第６　議案　第２号　東かがわ市立学校結核対策委員会設置要綱等の一部を改正す

る等の告示について 
学校教育課　木村副主幹が説明。 

<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第７　議案　第３号　東かがわ市小中学校高速情報通信ネットワーク管理運営規程

等の一部を改正する等の訓令について 
学校教育課　木村副主幹が説明。 

<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第８　議案　第４号　東かがわ市県立高等学校教育振興補助金交付要綱の制定につ

いて 
学校教育課　木村副主幹が説明。 

<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第９　議案　第５号　東かがわ市高等学校県外生徒就学支援事業費補助金交付要綱

の制定について 
学校教育課　木村副主幹が説明。 

<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第 10　協議　第１号　東かがわ市子育て世帯訪問支援事業（子育てホームヘルプサ

ービス事業）実施要綱の制定について 
　子育て支援課　六車課長が説明。 
<質疑> 

 ということで広く業務を取り扱えるようにするということもあ

りますし、保育教育課につきましては、保育は当然なんですけど、

教育の部分も強化をしていきたいということで考えています。

 ○　樫原委員 ５ページの（６）独立行政法人日本スポーツ振興センターは、保

育教育課の分掌事務になるんですか。

 ○　六車課長 こども園の管理下における災害共済給付に関する事務について

規定するものです。
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■日程第 11　協議　第２号　東かがわ市認定こども園の管理運営に関する規則の一部を改

正する規則について 
　子育て支援課　鈴木副主幹が説明。 
<質疑> 

 
■日程第 12　報告　第１号　東かがわ市読書活動推進計画　令和６年度～１０年度につい

て 
生涯学習課　多田副主幹が説明。 

<質疑> 

 
■日程第 13 については非公開とする。 
 
■日程第 14　報告　第３号　土曜日授業運営事業令和５年度実施報告及び令和６年度実施

計画について 
学校教育課　マクナマラ主査が説明。 

 ○　樫原委員 窓口は教育委員会で、事業は社会福祉協議会に委託ということで

すね。

 ○　六車課長 窓口自体は教育委員会というよりは、こども家庭課のこども家庭

センターと社会福祉協議会で事業を行うことになります。

 ○　山本委員 対象家庭の選定というのはどこが行うんでしょうか。

 ○　六車課長 対象家庭については、窓口など情報をキャッチするところはいろ

いろあると思うんですけど、実際に子育て世帯のニーズにあった

サービスを決定をしていくのは、こども家庭センターで決定して

いくことになります。

 ○　樫原委員 改正後の様式で園児数、学級数、職員欄に（５．１）とあります

けど、この数値は何ですか。

 ○　鈴木副主幹 ５月１日時点の数という意味です。実際に文章が入ってきます

と、令和６年５月１日と表記されます。

 ○　山本委員 ６７ページで、「読書が大切だと思いますか」のところで、「全く

思わない」「どちらかといえば思わない」が１０パーセントくら

いあるんです。そういった思いの子どもたちへの対策やこうしよ

うというのは何かあるんでしょうか。

 ○　多田副主幹 「大事だと思わない」という回答にならないためには、もう少し

下の年代、特に乳児期からの読み聞かせや読書が大切だという啓

発の方に力を入れていかなければならないと考えています。
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<質疑> 

 
■日程第 15　報告　第４号　実用英語技能検定（チャレンジ②）結果報告及び令和５年度

総括について 
学校教育課　鎌田主査が説明。 

<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第 16　報告　第５号　令和５年度英語４技能検定（GTEC Junior 2）結果報告につ

いて 
学校教育課　鎌田主査が説明。 

<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第 17　報告　第６号　東かがわ市学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等

に関するガイドライン等について 
学校教育課　久武副主幹が説明。 

<質疑> 

 
 

 ○　水口委員 実施回数が 10 回から７回に減った理由は何ですか。

 ○　マクナマラ主査 土曜日授業への出席率が下がってきておりまして、内部でも協議

いたしましたが、その理由としては、地域での行事やスポーツ少

年団活動、こども会のイベントと被っているようなところがあり

ましたので、この重なる時期を避けた方が、地域での行事にも参

加できて、出席率も担保できるということで、10 月の人形劇カー

ニバルや地域のまつり、ひけたひなまつりなどイベントが重なる

時期の回数を３回ほど減らしています。

 ○　水口委員 送迎のルールは他郡市とか県はどうなっていますか。

 ○　久武副主幹 本市以外はガイドラインを作成していないです。

 ○　樫原委員 スクールバスの有効利用での送迎範囲はどのくらいまでですか。

 ○　久武副主幹 片道２時間までの距離です。鳴門市と南淡路市は送迎可能です。

 　 　
午後　３時３０分　閉会

　 　

 　 　 　 　


